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衛生管理者各位 

被保険者各位                                             人  事  課 

                 ヤマサ健康保険組合 

健康診断の実施について 

 

 下記のとおり健康診断を実施いたします。労働安全衛生法では年１回の定期健康診断が義務となります。

是非、受診するようお願いいたします。なお、今回より健保項目の対象年齢等、一部見直ししております。 

 

 １．日  程    4 月 15 日（水）～24 日（金） 8 日間 （土日は除く） 8：00～11：30  

 ２．場  所   ＊体育館 1号ホールにて受付 

 ３．検査項目 （年齢基準のある項目は 2027 年 3 月 31 日現在年齢）  

【定期健診】  ①既往歴②自覚他覚症状③身長・体重・腹囲・視力・聴力④胸部X線 

⑤血圧⑥貧血⑦肝機能⑧血中脂質⑨血糖⑩尿⑪心電図 

【健保項目】   ３５歳以上⑫眼底⑬眼圧⑭腹部超音波 

４０歳以上⑮大腸がん検査／⑯B 型C型肝炎検査（40 歳） 

【ｵﾌﾟｼｮﾝ】    ５０歳以上⑰前立腺検査／４０歳以上⑱胃部Ｘ線（２年に１回） 

 ４．対 象 者  4/1 現在ヤマサ健保被保険者 

 ５．申込方法  別紙「健康診断申込書」の希望する項目に○と「個人情報同意確認欄」に✔を記入して 

           ください。 

 ６．担  当   日本健康増進財団 

 ７．申込締切  3 月 19 日（木） 

 ８．個人情報と結果通知について 

       ・健康診断結果で得た情報をヤマサ醤油（株）は健康管理用として、また、ヤマサ健康保険 

組合は保健指導用として利用し、適正に管理運用いたします。 

 ９．その他・3/11 現在の所属部署で番号順に名簿を作成しております。 

        ・今回より乳腺超音波を含め、秋に婦人科健診（乳房超音波・乳房X線検査）を実施いたしま

す。また、胃Ｘ線に替えて内視鏡検査を希望する方（50 歳以上）は、別途医療機関で受診

することも可能です。 

   ●推奨されているがん検診                               〔厚生労働省指針〕 

種類 検査項目 対象者 受診間隔 

胃がん検診 問診及び胃Ｘ線検査または内視鏡検査 50 歳以上 ２年１回 

 問診、視診、子宮頸部の細胞診及び内診 20 歳代 ２年に１回 

子宮頸がん検診 問診、視診、子宮頸部の細胞診及び内診 
30 歳以上 

２年に１回 

 問診、視診およびHPV検査単独法 ５年に１回 

肺がん検診 質問（問診）、胸部Ｘ線検査及び喀痰細胞診 40 歳以上 年１回 

乳がん検診 問診及び乳房Ｘ線検査（マンモグラフィ） 40 歳以上 ２年に１回 

大腸がん検診 問診及び便潜血検査 40 歳以上 年１回 

☆市区町村のがん検診日時についてはHP 等でご確認ください 

以 上 


